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　30年から、健康の維持増進および疾病予防の取り組みを行っ
ている人が、前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者、
そのほかの親族のために特定一般用医療品（スイッチOTC医薬
品）購入費を支払った場合は、一定額の医療費控除を受けるこ
とができます。
控除額

　（その年に支払ったスイッチOTC医薬品の総額－保険金など
で充填される金額）－１万2000円
必要書類

◦「一定の取り組み」を証明する書類（保険者や勤務先の実施
する健康診断書、予防接種の領収書など）

◦スイッチOTC医薬品の支払額を転記した明細書

※ 市役所では、確定申告（税務署分）の受付・相談はできませ

ん。確定申告書は門真税務署の申告会場へご提出ください。

作成済みの申告書のみ市役所で受付可

　30年から、医療費の領収書の代わりに、前年中に支払った「
医療費控除の明細書」が必要になります。領収書の提出を求め
る場合もあるので、５年間保管してください。
※医療費通知書または医療費のお知らせを領収書としても可

　本市国民健康保険の健康・医療情報を活用し、PDCA
サイクルに沿った効率的かつ効果的な保健事業を実施す
るための計画

　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康
診査などの具体的な実施方法などについて定める計画

　国民健康保険制度は現在、各市町村が保険者となって
運営していますが、４月からは府と市町村が共同保険者
となって運営します。なお、被保険者証の発行や保険給
付、保険料の賦課・徴収などは、引き続き市町村が行い
ます。
　財政運営が市町村単位から府単位に拡大し、予期せぬ
財政リスクの軽減など、制度の安定化を図ります。さら
に、市町村ごとで異なる保険料率や保険料減免の基準な
どを府内で統一します。
※最大６年間の経過措置期間あり
※詳しくは広報かどま３月号で同時配布予定のチラシま

たは市ホームページでお知らせ予定
問合先　健康保険課
　☎０６(６９０２)５９８９

　

２
つ
の
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、

市
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
皆
さ
ん
か

ら
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　

各
案
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
健
康
保
険
課
、
市
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
別
館
１
階
）
、

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市
立
公
民
館

な
ど
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

意
見
の
提
出
・
閲
覧
期
間

　

２
月
20
日
㈫
～
３
月
12
日
㈪

意
見
の
提
出
方
法

　

様
式
は
自
由
。
案
件
名
、
住
所
、

氏
名
、
連
絡
先
を
記
入
し
て
提
出

期
限
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接

※
意
見
は
原
則
公
表
。
記
載
内
容
に

不
備
が
あ
る
場
合
や
電
話
で
の
受

付
、
意
見
に
対
す
る
直
接
の
回
答

は
不
可

提
出
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
８
９

　

FAX
０
６
（
６
９
０
５
）
３
２
６
４

　

 sim
04@city.kadom

a.osaka.jp

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

門真市国民健康保険第２期データヘルス計画

門真市第３期特定健康診査等実施計画

30
年
度
（
29
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き　

２
月
16
日
㈮
～
３
月
15
日
㈭

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
、

２
月
18
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
は
開
設

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人

　

１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の
人

申
告
が
不
要
な
人

◦
29
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円
以
下

※
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円
以
下

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
す
る

◦
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
等
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
各
種
控
除
を
市
・
府
民
税
の
み
で

受
け
る
場
合
は
申
告
が
必
要

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
国
民
健
康

保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の
申

請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

◆
個
別
の
申
告
期
間
に
ご
協
力
を

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
申
告
期

間
を
個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
指

定
期
間
は
、
１
月
下
旬
発
送
予
定
の

申
告
書
封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
出
張
申
告

会
場
を
開
設

と
き　

２
月
７
日
㈬
・
８
日
㈭

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１

時
～
４
時

確
定
申
告
は

３
月
15
日
㈭
ま
で

対
象　

29
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税

申
告
・
相
談
期
間

　

２
月
16
日
㈮
～
３
月
15
日
㈭

※
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
２

月
18
日
㈰
・
25
日
㈰
は
開
設

※
混
雑
状
況
に
よ
り
午
後
４
時
ご
ろ

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
あ
り

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申

告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
確
定
申
告
書
の
作
成
、
印
刷

が
で
き
ま
す
。

※
ｅ
︲
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
電
子
申
告
）
に
よ

る
提
出
も
可
。
詳
し
く
は
ｅ
︲
Ｔ

Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

確
定
申
告
に
は
控
除
証
明

書
の
添
付
が
必
要
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た

全
額
が
所
得
税
や
住
民
税
の
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
は
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
の

添
付
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
ご
家
族
の
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
、
そ
の
全
額
が
納
付
し

た
人
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
は
、
家
族
分
の
証
明
書

を
添
付
し
、
自
身
の
保
険
料
と
合
算

し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

◦
29
年
１
月
～
９
月
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
…
29
年
11
月
上
旬

◦
29
年
10
月
以
降
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
…
２
月
上
旬

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

◆市・府民税の申告が必要な人（例示）

職業など 申告に必要なもの

自営業

収支内訳書など

◦本人確認書類（注）
◦市・府民税の申告書
◦印鑑
◦ 社会保険料（介護保険料

を含む）の支払証明書ま
たは領収書

◦ 生命保険・地震保険料の
控除証明書

◦医療費の明細書など
※ 障がい者・勤労学生控除

を受ける人は身体障がい
者手帳や在学証明書

大工、左官、建築手伝い、各種外
交員など

不動産所得がある人

配当所得がある人
※ 上場株式などの配当所得は源泉

分離のため申告不要。申告分離
課税を選択することも可

支払通知書など

２カ所以上からの給与がある人
※パート・アルバイトなどを含む 源泉徴収票など

29年中に中途退職をした人

（注）…次のいずれかの書類（郵送の場合は写しを添付）
・マイナンバーカード　
・通知カードおよび運転免許証や保険証など

　会議は誰でも無料で傍聴できます。傍聴（本会議は一般席
32人・車椅子用席３人、委員会は10人）は先着順です。

受付場所

◦本会議…議場前
　（市役所本館１階）
◦委員会…議会事務局
　（市役所本館４階）
※会議は午前10時から。

傍聴の受付は午前９時
30分から

※日程は、都合により変
更する場合あり

問合先

　議会事務局
　☎０６(６９０２)６９７８

第１回定例会の開催予定

と　き 内　容

２月26日㈪ 本会議

３月７日㈬ 本会議（代表質問）

３月８日㈭
本会議
（代表質問・一般質問）

３月12日㈪ 総務建設常任委員会

３月13日㈫ 民生常任委員会

３月15日㈭ 文教こども常任委員会

３月23日㈮ 本会議

問合先　【市・府民税の申告について】
　　　　　課税課　☎０６(６９０２)５８９８
　　　　【確定申告について】
　　　　　門真税務署　☎０６(６９０９)０１８１

申 告 に 関 す る お 知 ら せ

医療費控除の申告について

セルフメディケーション税制について

４月から
国民健康保険制度が変わります

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

30
年
度

門
真
市
奨
学
生
を
募
集

　

向
学
心
に
富
み
な
が
ら
、
経
済
的

な
理
由
で
高
等
学
校
な
ど
へ
の
進
学

が
困
難
な
人
の
た
め
に
門
真
市
奨
学

金
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
制
限
あ
り
。
生
活
保
護
世
帯

は
別
途
制
度
あ
り

給
付
額　

月
額
５
０
０
０
円

選
考
方
法　

レ
ポ
ー
ト
、
面
接

出
願
書
類
配
布
場
所

　

市
内
各
中
学
校
、
学
校
教
育
課

出
願
締
切　

２
月
28
日
㈬

提
出
・
問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
０
４
２

◆
本
市
福
祉
推
進
の
た
め

　

門
真
遊
技
業
組
合
組
合
長
・
靏
丸

雄
一
郎
様

　

ご
厚
志
に
感
謝
し
ま
す

保
険
料
の

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

保
険
料
の
納
付
に
は
便
利
で
安
心

・
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
が
あ
れ
ば
、
保
険
収
納
課
窓
口

で
保
険
料
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡

単
に
で
き
ま
す
。

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

２月28日㈬納期限 国民健康保険料第９期、後期高齢者医療保険料第８期（普通徴収）

税

金

年

金

議 会

教

育

寄
附
・
寄
贈

保

険

４月から国民健康保険制度が変わります平成30年2月号
広報かどま 4


